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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！ 
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★就業規則は「諸刃の剣」（２） 

就業規則の書き間違いについて 本来営業手当を残業代として支払うのであ

れば、上記計算式の分子に営業手当を記載し

てはいけないのですが、誤って就業規則に記

載してしまったのです。このようなミスはお

こるはずがないと思われるかもしれませんが、

実際にこの種の残業代として支払った手当の

計算式を間違える例が多数見受けられます。 

例えば、ある会社が、あらかじめ定額の営

業手当を営業職員に支払って、営業手当をい

わゆる残業代として支払っていたとします。

営業手当の規定は、以下のとおり定めていま

した。 

「営業手当は、所定労働時間外労働、法定休

日労働、深夜労働に対する賃金（割増部分

も含む）として支払う。所定労働時間外労

働、法定休日労働、深夜労働に対する賃金

（割増部分も含む）が営業手当支給額を超

える場合は差額を支払う。」 

会社は「書き間違いです。営業手当を残業

代として支払う旨の規定があるので問題あり

ません。」と述べると思いますが、裁判所は書

き間違いとして許してくれることはありませ

ん。ある事柄について就業規則に矛盾する記

載が複数ある場合はよほどのことがない限り、

労働者に有利な規定の方を適用しようとしま

す。私が担当した同じような事案でも、ある

手当の残業代としての性格は否定されて、多

額の和解金を支払ったことがあります。 

ところが、元社員で営業職員のＡさんが会

社に労働審判で残業代を請求しました。会社

は、「Ａさんの残業代は、ほとんど支払い済み

です。なぜならば、営業手当を残業代として

支払っていたからです」と回答します。ここ

でＡさんの弁護士から思いも掛けない反論が

返ってきました。「確かに営業手当をいわゆる

残業代として支払う旨の規定はありました。

一方で、営業手当は残業代として支払ってい

ないことを示す規定もあったので、営業手当

は、実際は残業代ではないのです。」 

裁判所は、就業規則は、会社が一方的に定

めたのであるから、一方的に定めた以上、就

業規則に記載したことについては責任をもっ

てもらおうと考えております。その結果、裁

判所は営業手当を残業代として支払ったとは

認めないことになり、会社は思いもしなかっ

た多額の残業代を支払わなければならなくな

ります。就業規則の書き間違いには会社は責

任を負わなければなりません。 

Ａさんの弁護士がいう営業手当は残業代と

して支払っているものではないことを示す規

定とは以下のものでした。 

 
割増賃金＝ 

 

基本給＋営業手当 
×所定外労働時間数×割増率

月平均所定労働時間 
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